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中国麒村部の五傑戸扶養制度に問ずる考察  

重 文 亮＊ 掲 継 斌＊＊ 羅 衛 国＊＊＊  

要  旨   

中国の農村部では、五保戸扶養制度は公的扶助制度として確立されている。この五保戸扶  

養制度には、食糧の保障、衣類の保障、住居の保障、医療の保障、葬儀の保障という5つの  

保障が含まれている。地方自治体が責任をもって五保戸と認定された世帯に生活資源を給付  

しなければならないが、具体的な給付方式としては集中型扶養と分散型扶養がある。本論で  

は、この社会保障制度の歴史的沿革、仕組み、実施状況と財源の確保等について考察するこ  

とを目的とする。  

キ匝ワード：中国、公的扶助、五保戸扶養制度、敬老院、財源  

する、（9都市・農村住民最低生活保障制度。  

すべての都市部の失業者や一時帰休者、一部  

の農村地域の生活困窮者等に対して生活費給  

付を行う、といった5種類に大別する。   

このうちの③孤寡病残救助は、労働能力が  

なく、収入源がなく、法定扶養者のいない、  

いわゆる‖三無人貞一●と呼ばれる孤老、孤児、  

寡婦、重度障害者等に対して扶助を行うこと  

であるが、該当者の7剖近くは広大な農村地  

域で暮らしている。そうした生活基盤を欠く  

農村住民の基本的生活需要を満たす制度の中  

では、特に「五保供養」と呼ばれる制度が重  

要な意味をもつ。本論では、この公的扶助制  

度の仕組み、実施状況および財政確保などに  

ついて、関連文献とデータおよび2002年8月  

に筆者が江西省広豊県で行った実地調査をも  

とに初歩的な考察を行うことにする。  

はじめに   

中国では、法律によらて家族による高齢者  

の扶養が義務づけられており、未履行者や違  

反者には罰則規定も設けられている。したが  

って家族扶養以外の公的扶養は社会救済の∵  

形態として位置づけられ、その対象となるの  

は労働能力を喪失した、しかも法定扶養義務  

者のいない、もしくは法定扶養義務者に扶養  

能力がないと判断されたいわゆる－一三無老人■一  

に限定される。   

一方、中国の社会保障システムの中に、さ  

まざまな背景で貧困状態に陥った人々に対し  

て最低限度の生活を保障するための制度とし  

て‖社会救助‖と呼ばれる公的扶助が存在す  

る。その内容は、（∋自然災害救助。自然災害  

の被災者に対して国の財政で援助を行う、（む  

失業破産救助。失業保険制度の不備を補って  

失業者の基本生活を保障する、（∋孤寡病残救  

助。身寄りのない老人・寡婦・痛人・障害者  

等の基本生活を保障する、④都市・農村貧困  

世帯救助。経済的に困窮状態にある者を救済  

1．五保戸扶養制度の沿革   

「五保供養」とは、五つの社会保障を受け  

る世帯に対して公的扶養を行うことである。  
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規範化、制度化の道を歩むことになった。こ  

のような過程を経て、94年1月23日には、国  

務院（内閣）が「農村五保戸扶養活動条例」  

（以下、「条例」）を公布するに至った。また  

96年から施行された高齢者権利保障法も「農  

村の高齢者は、労働能力のない、収入源のな  

い、扶養者のない、あるいはその扶養者は扶  

養能力をもっていない場合、農村集団経済組  

織が保喫、保穿、保住、保医、保葬の五保扶  

養を負担し、郷・民族郷・鎮の人民政府が実  

施する。」（第23条）と定めている。これで五  

保戸扶養に関する全国的な法的規定がようや  

く成立したのである。さらに各地方政府も相  

継いで農村五保戸扶養方法と高齢者権利保障  

法の実施方法等を制定・公布している。  

ここでは、五保戸扶養と称したい。それは制  

度として実施され始めたのは、1956年6月第1  

回全国人民代表大会（国会）第3回会議の  

「高級農業生産合作示範章程（模範を示す規  

約）」に遡る。60年4月10日に開かれた第2回  

全人代で採択された「1956～76年全国農業発  

展要綱」は五保戸について、その定義を明ら  

かにし、農村で労働能力を失い、かつ経済収  

入がなく身寄りもない高齢者、病人、孤児、  

寡婦、身体障害者に対して、その生活を農村  

地域の集団組織で配慮し、“保喫”（食糧の保  

障）、“保穿”（衣料の保障）、“保焼”（薪炭の  

保障）、“保教”（児童・少年に対する教育補  

助）、“保葬”（葬儀の保障）の五つの保障を  

行い、五保戸の生活水準が地元一般住民のそ  

れを下回らないようにした。78年12月に公布さ  

れた「農村人民公社活動条例（試行草案）」第  

47条にも五保戸への給付が明記されている1）。   

ところで、1978年以降に農村地域で経済体  

制の急激な変革が起きるとともに、五保戸扶  

養の担い手を生産隊のみに限定することはも  

はや不可能になってきた。そこで民政部（中  

央省庁）は、（D郷・鎮政府による五保計画の  

策定、（訓寸民委員会を基盤とする地域社会に  

より運営される集中型扶養（施設入所）の実  

施、③生産を請け負っている農家集団による  

五保戸扶養の実施、④政府の資金援助、など  

の4つの方針を提起した。また、80年代に入  

ると、多くの地方政府が五保計画を立案し、  

郷・鎮・村・生産隊の間で、その経済力に応  

じた費用負担割合を定め、集められた資金を  

郷・鎮政府が統一的に管理・分配し、五保戸  

扶養の資金とすることになった。  

1989年初めには、北京、天津などをはじめ  

とする17の省・自治区・直轄市で、五保戸扶  

養に関する法規が制定され、また多くの県や  

市でも、関連条例や実施細則等が公布される  

など、各地の五保戸扶養はしだいに法律化、  

2．五保戸扶養制度の仕組み  

（1）五保戸扶養対象者の認定要件   

「条例」第6粂では、五保戸扶養対象者を  

法定の扶養義務者がいないか、または扶養義  

務者に扶養能力がなく、労働能力がなく、し  

かも収入源のない者、という3つの要件を満  

たす、高齢者・障害者・未成年者に限定して  

いる。   

また、五保戸の認定について、「条例」で  

は、本人の申請または村民グループの指名を  

受けて村民委員会が審査し、郷・鎮政府の認  

可を受けた後、民政部の定めた全国統一の様  

式により、省・自治区・直轄市の民政局が本  

人に対して「五保戸扶養証書」を交付するこ  

とになっている（第7条）。本条例以前では、  

本人の申請の後、まず大衆評議の判断を経る  

ことになっていたが、本条例でこれが省略さ  

れ、五保戸扶養の申請と認定が容易になって  

いる。  

（2）五保戸扶養の基準  

五保戸の扶養基準については、「条例」で   
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は、全国の続一基準を定めていない。そのた  

め、実際、各地の郷・鎮政府がその地域の経  

済状態に基づいて、地元住民の一般生活水準  

より「低くない」水準として決定するもの、  

としている（第10条）。しかし、この規定は、  

本条例制定以前の実施方針において、五保戸  

が一般家庭に比べて家庭副業を行う機会が少  

ない■ことを考慮して、扶養基準を地元住民の  

一般生活水準よりも「わずかに高く」設定す  

べきである、としていたのと比較すると、や  

や後退している。実際には、五保戸扶養の実  

施状況は、各地の経済力、とりわけ各々の  

郷・鎮政府の財政状況に大きく依存してい  

る。とりわけ多くの貧困地域では地元住民の  

平均的生活水準より「低くない」水準どころ  

か、必要最低限の水準すら設定できていない  

ところも少なくない。  

1992年3月、湖北省藻陽市平林鎮は五保戸  

扶養の統一基準を次のように定めた。   

毎年、1人当り日常生活費700元、3大祝祭  

日（旧暦5月5日の端午節、旧暦8月15日の中  

秋節、旧正月）にあたって補助金100元、食  

料250キロ、食用油5キロ、単衣物2セット、  

布靴とゴム靴それぞれ1足、靴下2足、薪  

1，000キロを給付する。他には、綿入れの靴  

は2年に1足、綿入れの着物は3年に1セット、  

綿入れの布団は5年に1セット（衛と蚊屋を含  

む）、医療費は全額給付する2）。   

江西省広豊県の場合、五保戸扶養において  

もともとは『相続等』3）で年間1人当たり現  

金60元、稲300キロ、食用油3キロ、県財政で  

月12元（うち医療費10元、お小遣い2元）を  

給付していたが、後に一部の郷・鎮では月90  

元、一部の郷・鎮では月70元を給付すること  

に変った。さらに税・負担金徴収制度を改革  

後、年間700元の支給（敬老院や社会福利院  

の入所による集中型扶養と在宅の分散型扶養  

は同じ）に統一された。五都社会福利院は  

2002年8月現在、入所者は18人いるが、すべ  

て民政部門の財政拠出で扶養している。1カ  

月の費用は1人当たり92元（うち食費70元、  

お小遣い12元、服装代10元）である。医療費  

は福利院自身が店の貸出や農地の経営等から  

得た収入で賄っている。  

（3）五保戸扶養の実施責任と管理貴   

従来の五保戸扶養に関する実施規定の中に  

は、行政機関による五保戸扶養に対する管  

理・監督責任や指導・督促の権限および五保  

戸扶養に対する国民の権利の規定などは全く  

存在せず、とかく自助や自発的な協助が強調  

され、権利意識の発展は抑えられてきた。   

これに対して、「条例」では、集団経済組  

織の実施責任を規定する一方で、初めて郷・  

鎮政府に、五保戸扶養の実施体制を組織化す  

る責任があることを定めた（第3条）。また  

県以上の地方政府の民政局に五保戸扶養の実  

施を催促する責任や、その是正措置を求める  

権限を初めて認めている（第21条、第22条）云  

一方、本条例では、初めて五保戸に扶養の実  

施を集団経済組織に対して要求する権利があ  

ることを規定しているが、その具体的手続き  

に関する規定は示されていない。  

（4）五保戸扶養の形態   

「条例」によれば、五保戸扶養には集中型  

扶養と分散型扶養という2つの形態がある  

（第13粂、第14条）。前者は、県政府または  

郷・鎮政府や村民委員会などを基盤とする地  

域社会が経営する敬老院や社会福利院に五保  

戸扶養対象者を入所させて、その生活を全面  

的に保障する形態である。   

一方、分散型扶養とは、経済的基盤が弱く  

敬老院を建設できない地域か二 山間部などで  

遠く経れて分散して五保戸が居住している地  

域において、村や集団経済組織などが在宅の   
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五保戸に衣食住・医療・葬儀などの費用、物  

資や生活サービスを提供する形態である。扶  

養を受ける五保戸の在宅の形態には、自炊可  

能な単身世帯のケース、親族・・友人による  

「代養」を受けているケース、村の大衆によ  

る給食サービスを受けているケース、専門の  

ヘルパーを派遣してもらっているケースなど  

がある。こうした分散型扶養は集団経済組織  

が委託扶養を行うことになるから、責任の所  

在を明確にし、扶養をきちんと保障し、トラ  

ブルを防ぐために、政府または集団経済組織、  

委託を受けた扶養者と五保戸扶養対象者の三  

方が扶養協議を締結しなければならないとす  

る。   

施設入所の扶養形態は五保戸扶養の中核と  

して位置づけられてい■るが、1991年の民政部  

の統計では、全国の五保戸扶養対象者約272  

万人のうち、弧9％が分散型扶養の対象であ  

る。このことから、現実には、分散型扶養が  

主流となっていることがわかる。しかし、分  

散型扶養は、統一管理が困難であり、給付状  

態にもばらつきがあるので、実際に給付が受  

けられないケースなどもあり、問題が多いと  

いわれている。また、貧困地域ほど分散型扶  

養の割合が多く、扶養状況も安定していない。  

実際、95年の雲南省では、分散型扶養の対象  

者が五保戸扶養対象者全体の8乱2％を占めて  

いる4）。  

（5）五保戸扶養の財源   

五保戸扶養の財源については、郷・鎮政府  

が扶養計画を立てて、政府と社会等による役  

割分担を図る立場から、村の資金や郷・鎮政  

府の予算、あるいは共同農場など集団経営体  

の収入や企業の上納利潤等のうちから計画的  

に資金を集めて、これを統一的に管理し、五  

保戸扶養の資金とするのである。その他、県  

による補助も行われている。しかし、こうし  

た資金の一部は独自の財源をもたない貧しい  

地域ほど、人頭割りなどの形で直接農民から  

徴収するケースが多いといわれている。  

（6）五保戸扶養対象者の人数   

五保戸扶養の要件審査が非常に厳しいの  

で、適用者が限られている。全国の扶養対象  

者数は、1990年に283万7，461人（高齢者228  

万2，881人）、92年に213万8，384人（高齢者178  

万2，865人）、93年に254万6，185人（高齢者179  

万9，065人）となっていた（表1）。  

表11990～93年全国五保戸扶養対象者数の推移  

五保戸人数   人   2，837，461   2，31軋384   2，546，156   

高齢者   人   2，282，881   1，782，865   1，799，065   

粂団扶蓉五傑戸人数   人   2，064，004   1，893，757   2，377，397   

五保戸政人数に占める吻合   ％   72．7   81．7   93．3   

1．敬老院扶饗人数   352，133   

五保戸歳入数に占める翻合   13．8   

2．分散型挟番人数   2．025，264   

五保戸籍人数に占める割合   79．5   

粂団供給金額   

国の定期・愛顧敢消を受けた分散居  239，519  

住五保戸人数  

五保戸繚人数に占める剖合   11．8   

出所：『中国農村統計年鑑1994』、中国統計出版社、326頁。  
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戸高齢者7，957人を扶養している6）。   

2000年、全回の集中型扶養五保戸は42万  

8，100人、分散型扶養五保戸は188万9，300人で  

あった（表2）。  

1994年末時点、全国で五保戸扶養の要件に  

該当する対象者は286万世帯308万人で、うち  

282万人が扶養された。この282万人のうち、  

敬老院扶養は58万人近く、全体の約18．83％  

を占める。集団経済組織の給付と分散型扶養  

は192万人で、全体の約62．34％を占める。そ  

の他の形態の扶養は32万人で、全体の約  

10．39％を占める。あとの26万人は様々な原  

因で扶養されなかった5）。  

1995年、雲南省の五保戸は6万5，721世帯7  

万3，581人いる。そのうち、分散型扶養は6万  

5，624人で89．2％を占める。毎年1人当り273キ  

ロの食糧と346元の生活費を給付する。94年  

末時点、全省農村敬老院は741カ所で、五保  

表2 全国各地城農村高齢者の公的扶養状況（単位：カ所、人）  

内モンゴル自治区   

103．737   9，368   

広西チワン族自治区   111．830   50，292   

新車ウイグル自治区   

出所：『中国農村統計年鑑2001』、中国統計出版社、2001年、283頁。  
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（7）五保戸扶養の問題点   

①給付システムの未統一。郷統蕃・村給付  

もあれば、相続算・村民グループ給付もある。  

さらに農家の上納と関連づけて資金を徴収す  

るケースもある。こうした情況下で、扶養基  

準には大きな格差が生じるし、扶養の実施が  

欠落するケースもある。湖南省桃源県4つの  

郷・鋳では、五保戸扶養経費は郷・鎮が基準  

を定め、村で徴収する。結果、村別で負担の  

著しい不均衡が生じている。例えば、1つの  

郷では五保戸扶養対象者数は郷総人口の  

0．61％を占めるが、そのうち1つの村の五保  

戸扶養対象者数は村総人口の1．32％を占める  

ため、この村の五保戸扶養経費は郷の平均水  

準を大きく上回っている7）。   

②扶養基準の未実施。「条例」によれば、  

五保戸扶養基準は地元住民の平均生活水準を  

下回ってはならないと定めている。しかし実  

際にはこの規定を厳格に実施していない地域  

は多くある。湖南省桃源県は五保戸扶養基準  

を1人当たり700～800元と定めているが、そ  

れは「条例」の規定を大きく下回っている。  

10郷・鎮、50村、100世帯五保戸のうち、県  

の基準を満たしたのは7郷・鎮、33村、64世  

帯で、それぞれ郷・鎮、村、世帯総数の70％、  

66％、64％を占めるにすぎない。その他の  

郷・鋲、村、世帯の扶養基準はそれぞれ県の  

規定より200～300元も低くなっている。   

③扶養内容の不備。「条例」の規定に照ら  

してみると、湖南省桃源県10郷・鎮50村のう  

ち、扶養内容が整っているのは4郷・鎮、26  

村のみで、残り60％の郷・鎮と48％の村は不  

備である。これら郷・鎮・村では一般に食住  

を提供しているが、医療と生活介護について  

は提供していない。100世帯の五保戸のうち、  

基本的な住宅条件すら満たされていないのは  

11％、病気にかかって治療費を持たないのは  

30％、生活介護が必要だがそれを受けていな  

いのは25％を占める。   

④現金と生活用品の未給付。湖南省桃源県  

の100世帯五保戸のうち、基準と時期通りに  

給付されていないのは32％、時期通りに給付  

されていないのは23％を占める。時期通りに  

給付されていないため、扶養対象者が自ら村  

の各世帯に足を運んで資金を集めなければな  

らないような事態が発生している。  

3．敬老院の存亡にかかわる資金不足の危機  

（1）資金不足の原因  

1997年3月18日、「農村敬老院管理暫定方  

法」（以下、「方法」）が公布・施行された。  

農村敬老院の運営資金について「方法」第44  

条は次のように定めている。「敬老院の必要  

な経費は郷・鎮統簿を実施し、並びに敬老院  

経営の経済の発展と民間寄付を通じて入居者  

の生活条件を逐次に改善する。柑経営の敬老  

院の必要な経費は村公益金で解決する。」   

このような規定は、資金が圧倒的に不足す  

るという農村社会保障全般が抱えている問題  

点を反映したものともいえる。では、農村社  

会保障の資金不足の原因は一体どこにあるの  

か。まず以下の2点を挙げることができる。   

①回の財政投入は物佃上昇率に追いつかな  

い。   

②農民が納める負担金は、烈士遺族・軍人  

家族優待と五保戸扶養における経費の支出増  

加に追いつかない。   

農村の経営方式と分配方式の改革は、烈士  

遺族・軍人家族優待と五保戸扶養をもともと  

の集団経済組織の負担から農民個人の負担に  

変えた。それにともない、各地は優待金や五  

保戸扶養経費の集めを郷・鎮統幕という方法  

に切り替えた。2001年初頭の時点で、全国で  

五保戸扶養の経費負担を郷・鎮統幕に切り替  

えた郷・鎮はすでに3万を越え、260万人余  

の五保戸を扶養しており、それは全国五保戸  

－98¶   



TheJournalofKyushuUniversity ofNursingandSocialWelffLreVol．5No．1Mar．2003  

の経済を発展させ、敬老院自身の発展の活力  

を高め、入居者の生活水準を絶えず向上させ  

る」（第10条）ことを敬老院院長の職務とし  

て定めている。また敬老院の多角経営につい  

て、「敬老院は農業・副業生産を展開しても  

よいが、その収入が五保戸扶養対象者の生活  

条件の改善に使われる。地方政府と関連部門  

は敬老院の農業・副業生産に対して支援と配  

慮をしなければならない。」（第16条）「敬老  

院は様々な形で生産経営活動を展開し、経済  

実体を起こすことができる。生産経営の収入  

は敬老院に帰し、敬老院の拡大再生産や入居  

者の生活水準の改善に使われる。」（第19条）  

「入居者が能力に相応する生産労働と経営活  

動に従事することを奨励し、生産と経営の収  

益に応じて一定の報酬を与える。」（第20条）  

としている。   

近年、江蘇省揚州市刊江区は敬老院の運営  

において大きな成果を収めたが、それはまさ  

に敬老院の多角経営を積極的に推し進め、多  

くの資金調達ルートを開拓した結果であると  

いえる。1993年以来、区は郷・鎮敬老院の設  

立に2，000万元以上の資金を投入して、23  

郷・鎮敬老院の新築・改築を仕上げた。99年  

だけでも、敬老院に投入された建設資金は  

500万元にのぼり、うち省・市・区民政部門  

の財政投入は40万元、郷・鎮の調達は295万  

元、福祉基金は67万元、民間援助は98万元、  

3敬老院の新築と12敬老院の改築を完成し、  

新たに増やした建築面積は4，500平方メート  

ルに達する。01年現在、区の26カ所の敬老院  

は総面積3万4，000平方メートル、ベッド数  

800床を保有するに至った8）。   

また江蘇省海門市三和敬老院の場合は、  

1999年初頭から35名の入居者の中から10名健  

康な65～70歳の高齢者を選んで保姫チームを  

つくり、院外の病気高齢者に介護サービスを  

提供する事業を開始した。参加者の毎月の報  

総数の77％を占める。   

現在、優待金と五保戸扶養経費の郷・鋲統  

幕には、人口の数や土地の面積に基づいて農  

民が均等に負担するというような方法が講じ  

られている。主に現金を集めるが、食糧を集  

めるところもある。この方法は農村分配方式  

が変った以降、烈士遺族・軍人家族優待と五  

保戸扶養の実施において重要な役割を果たし  

ている一方、様々な問題も抱えている。第一  

に、農民の均等負担は貧富の格差を反映して  

おらず、先に豊かになった人の農村公益事業  

における役割の遂行に不利である。第二に、  

都市と農村、労働者と農民の間に依然として  

大きな区別が存在している。烈士遺族・軍人  

家族優待金はすべて農民が負担するが、公務  

員、労働者、都市住民は負担しない。第三に、  

統幕の範囲が狭いため、各郷鎮の負担率には  

大きな格差が生じている。  

（2）敬老院の多角経営の奨励   

改革開放以降、国は敬老院の個人経営を奨  

励する政策に転換した。1988年7月、民政部  

は北京で個人経営敬老院表彰会を開いて、19  

人を表彰し、それぞれに「徳高義重」（道義  

心が篤い）という4文字が書き込まれた額を  

授けた。民政部はまた7月17日に全国の各  

省・自治区・直轄市の民政庁と各市の民政局  

に対して「敬老院の個人経営を支持・表彰す  

ることに関する決定」を通達した。「決定」  

では、一部豊かになった農民が資金を出して  

地元で敬老院をつくって身寄りのない高齢者  

を収容することに対して、「わが国の社会福  

祉事業に積極的な貢献をした」と高く評価す  

ると同時に、全国の民政部門が個人による敬  

老院の設立と経営を積極的に支持するよう呼  

びかけた。   

一方で、国は敬老院自身による多角経営を  

も奨励している。「方法」では、「敬老院経営  
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表3 広豊県農村敬老院の経営状況（単位：人、元）  

年間収入鎗 額  年間利潤額  1 当たり年問  

収入額   

合計   77   402   434，160   119 

出所：江西省広豊県民政局資料より作成。  

酬は600元前後で、その7剖は本人、3剖は敬  

老院の収入となり、入居者の生活改善に役立  

っている。参加者の体を損なわないため、半月  

または1カ月で交替するようになっている9）。   

江西省広豊県においては27カ所の敬老院が  

経営されている。それらはいずれも多角経営  

を展開して自分自身の財政基盤の補強を図っ  

ている（表3）。   

い。  

（3）税・負担金徴収制度改革から生じる新  

たな危機   

中国の農民は長年にわたって工業化の促進  

という大義名分の下、様々な形で搾取されて  

きた。近年、農民の経済負担を軽減するため  

に、中央政府は税制改革の一貫として農民に  

課した各種負担金をなるべく税金に切り替え  

る方針を出して改革を進めるようになった。  

ところが、この改革のスタートにともない、  

烈士遺族・軍人家族優待金総額の減少や五保  

戸扶養財源の不足といった問題が広範囲で生  

じ出している。ここでは、2000年初頭、国務  

院によって全国農村税・負担金徴収制度改革  

一方、表3が示すように、各郷・鎮経営の  

敬老院の規模がかなり異なっており、またそ  

れぞれを取り巻く社会と経済環境の相違で、  

経営状況も大きく異なっている。その結果、  

入居者が多角経営から受けられる恩恵には大  

きな開きが存在するのも見逃してはならな  
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の試行地と定められた安徽省の状況を概観し  

てみよう。   

懐遠県と暢渓県の1999年の試行案と2000年  

に通達された「安徽省農村税・負担金改革試  

行地方案」（以下、「方案」）では以下の内容  

が定められている。  

（D現行郷の五項目統蕃（教育附加金、計画  

出産費、民兵訓練費、優撫費、道路維持費）  

を取り消し、農業税の税率を7％以下に改め  

る。   

②今後、五項目の事業の経費は郷・鎮政府  

が財政予算で解決する。  

（参相接留の徴収およびその使途を改革し、  

村幹部の報酬、五保戸扶養資金、事務用経費  

は、新たな農業税附加という方式で徴収する。  

農業税附加の比率は改革後の農業税の20％以  

下とする。   

最高税率で徴収されたとしても、村幹部の報  

酬、五保戸扶養資金、事務用経費という3項  

目の支出を賄うことができない。   

銅陵県永豊郷では合わせて12の行政村、  

144の村民グループがある。67人の五保戸扶  

養対象者は、そのうちの25人が敬老院で扶養  

され、ほかの42人が在宅扶養を受けている。  

ほかにはまた36人が扶養要件に該当するが、  

実際には扶養されていない。2000年税・負担  

金徴収制度改革後、郷全体の農業税は64万元、  

農業税附加は12万8，000元である。各村の集  

団経済収入は5万元、実際可処分収入は17万  

8，000元である。永豊郷の各村には平均4．5名  

幹部がいる。毎年2，500元の手当を支給する  

という基準で計算すれば、合わせて13万  

5，000元が必要になる。村民グループの組長  

は144人いるが、毎年350元の手当てを支給す  

るという基準で計算すれば、合わせて5万元  

が必要になる。以上の両項目は合計18万  

5，000元である。村の年間事務経費は各村平  

均1万元で計算すれば、合わせて12万元にな  

る。敬老院の高齢者は年間1人当り1，300元で  

計算すれば、合わせて3万2，500元になる。分  

散型扶養の高齢者は年間1人当り1，170元で  

計算すれば、合わせて5万元になる。両方は  

合計8万2，500元である。以上の諸費用は合計  

38万7，500元、可処分収入に比べると、20万  

9，500元が不足する。たとえ村の事務経費を  

ゼロにしたとしても、12万8，000元の農業税  

附加は村幹部の報酬すら賄うことができな  

い。   

こうして税・負担金徴収制度改革の進行に  

ともない、五保戸扶養には次のように多くの  

問題が出ていることが分かる。   

①扶養基準は実現されていない。農業税附  

加による資金徴収額は前年相接留の金額より  

50％減少しており、しかも村幹部の手当を優  

先的に支給しなければならないため、6～7  

懐遠県の場合、1998年には五保戸扶養対象  

者が3，728人いる。年扶養基準は1人当たり  

1，682元、年扶養費総額は682万5，000元である。  

そのうち、集中型扶養は1，120人、1人当り  

の年扶養基準は1，700元、年間扶養費総額は  

190万4，－000元である。分散型扶養は2，608人、  

1人当りの年扶養基準は1，680元、年扶養費  

総額は438万1，000元である。99年、項橋郷の  

1人当り純収入は1，749元、五保戸の集中型  

扶養は1人当り1，240元、分散型扶養は1人当  

り1，118元である。河溜鋲の1人当り純収入は  

1，537元、五保戸の扶養基準は1，080元である。  

五保戸扶養の資金源は主に相接留からなる。  

各郷鎮が実際とっている方式は様々ある。  

「方案」の規定によれば、村提留の徴収およ  

びその使途を改革し、村幹部の報酬、五保戸  

扶養資金、事務用経費は、新たな農業税附加  

という方式で徴収する。農業税附加の比率は  

改革後の農業税の20％以下とする。ところが、  

税費改革後の農業税附加はたとえ20％という  

¶101－   



TheJournalofKyushuUniversity ofNursingandSoeiatWelfareVol．5No．1Mar．2003  

月の五保戸扶養費の給付に支障を来たし、多  

くのところでは実物給付とわずかの現金給付  

という方法を講じざるをえない。  

（乱臣業税附加は不足しているため、一部の  

ところでは、郷・鎮が五保戸扶養を村に、村  

は村民グループになすりつける現象が起きて  

いる。   

③新たに五保戸になった世帯は扶養されな  

くなっている。統計によると、安徽省では現  

在扶養要件に該当するが実際には扶養されて  

いない対象者は1万8，008世帯、1万9，997人  

もいる。   

④敬老院の運営は大変厳しい状況に置かれ  

ている。敬老院への資金投入が決定的に不足  

しているため、部屋の修繕、設備の購入など  

はほとんど不可能である。一部の郷・鎮から  

は敬老院を解散する動きすら出ている10）。   

江西省上鏡市の税・負担金徴収制度改革も  

五保戸扶養に新たな困難をもたらしている。  

それは以下のところに現れている。   

①財政難。徳興市万村郷の年度財政収入は  

110万4，000元であるが、使用可能なのは80万  

元、実際の歳出は135万元が必要となるので、  

不足分は55万元に達する。胎源県江湾鎮の年  

度財政収入は258万元であるが、使用可能な  

のは160万元、実際の歳出は190万元が必要と  

なる（給料だけでも160万元）ので、不足分  

は30万元にのぼる。   

村の財政支出は主に柑幹部、村民グループ  

幹部の給料手当、共産党員の公務手当、事務  

費、旅費、招待費、五保戸扶養費、極貧世帯  

補助金、公益事業費など8つの項目に当てら  

れる。万村郷新屋村の場合、1999年、村掟留  

は4万5，000元を徴収する予定だったが、実  

際には3万1，000元しか集められなかった。8  

つの項目の支出総額は7万6，000元なので、5  

万5，000元の赤字を出した。こうした村財政  

の不足は、五保戸扶養の給付基準が国の定め  

た基準に遠く及ばない根本的な原因ともなっ  

ている。   

②郷統欝と柑掟留の徴収難。徳興市と始源  

県の郷統幕と村提留の平均徴収率ほわずか60  

～70％しかないが、その原因としては、第一  

に、多くの農村労働者が出稼ぎに出かけてい  

ること、第二に、一部の極貧世帯は統幕金と  

捷留金を免除されていること、第三に、脛災  

世帯はお金を出せないこと、第四に、税金と  

負担金の徴収方法に反発する住民が多く存在  

することなどが挙げられる。   

③郷・鎮は教育附加金、計画出産費、民兵  

訓練費、優撫費、道路維持費といった5項目  

の統黄金に対して一括使用の方法をとってい  

る。村民委員会は村幹部給料手当、五保戸扶  

養費、事務費といった3項目の村掟留金に対  

しても一定の内訳を設けていない。結局、五  

保戸扶養費は一定の割合で確保されなくなっ  

た1り。  

むすびにかえて一新たな対応策   

税・負担金徴収制度改革に当っては、以下  

の2点を明らかにしておかなければならない  

と思われる。  

（∋農民の負担軽減を図ると同時に、教育、  

計画出産、民兵訓デ練、優待撫他、五保戸扶養  

といった農村社会の安定にかかわる諸事業の  

財源を確保しなければならない。したがって、  

農民の負担と実際必要な支出をよく調査・算  

定した上で、農業税の税率を定めることがよ  

り大事になってくる。  

（む五保戸扶養費は国の統一基準に基づいて  

その総額を算出しなければならない。「条例」  

は、「五保戸扶養の実際基準は地元住民の一  

般生活水準を下回ってはならない」と定めて  

いるが、現在五保戸扶養基準は地元住民の1  

人当り収入のわずか30～40％にすぎない。し  

たがって、税・負担金徴収制度改革の際、五  
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保戸扶養費の算出は国の統一基準に基づいて  

行われる必要がある。   

③税・負担金徴収制度改革を経て、農業税  

と附加税の総額は以前の農業税・郷統簿金・  

相接留金の総額より減少した。例えば、徳興  

市万村郷の場合、改革前には112万7，000元だ  

ったが、改革後には農業税の新しい税率7％  

（上限）、附加税の上限は農業税の20％で計算  

すると、合計84万元となり、改革前のそれよ  

り28万7，000元も減った。それにともなう大  

きな課題としては、政府機関の縮小と人件費  

の削減等に取り込まなければならないことで  

ある。現在、大多数の郷・鎮政府職員の給料  

支出は財政収入の70％以上、一部は100％を  

占めている。この状況に対して抜本的な改善  

を図らないかぎり、五庵戸扶養制度は財源の  

崩壊にともない大きく崩れていく恐れがあ  

る。   

④五保戸扶養資金は郷・鎮の統一調達資金  

として農業税徴収の中に組み入れる必要があ  

る。具体的には、五保戸扶養の実際状況に応  

じて農業税税率の調整を通じて、郷・鎮の財  

政予算の中で専用資金を設けて五保戸扶養の  

資金を十分に確保することである。   

民にとってそれほど大きな負担にならない  

し、五保戸扶養にもきちんと対応できるはず  

である。1999年の統計によると、全国の五保  

戸扶養対象者は195万4，000人で、全国総人口  

の0．16％を占めており、1人当りの年間扶養  

資金は994元である。農業税の中からこの資  

金を調達するのは、農民たちに大きな負担を  

かけることはまずない、逆に、農民の過重負  

担を防ぐことにつながるだろう。   

また、現行五保戸扶養制度においては、村  

が必要な資金と現物を調達し、郷・鎮政府が  

その実施に責任を持つということで、郷・鋲  

と村の間の矛盾と摩擦が終始大きな問題であ  

る。しかし今回の税・負担金徴収制度改革を  

通じてこの間題を解決すれば、五保戸扶養は  

よりよく実現されていくに違いない。  
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